
現在、中国、台湾を中心に猛威をふるっている
SARS(重症急性呼吸器症候群)感染を未然に防ぐた
め、次のことにご注意ください。

①ウィルスは、患者と２ｍ以内での会話でだ液の飛沫
を浴びたり、看護などで患者の体液や気道分泌液に
直接触れるなどの濃厚な接触がないと感染の心配は
ほとんどありません

②ウィルスが体外に排出された場合、通常48時間程度
で死滅しますので、輸入品や郵便物からの感染は心
配ありません

③ウィルスの潜伏期間は10日間位であり、発熱などの
症状がない場合は人に移す可能性は極めて低いです
が、自分が感染しているかもしれないと思ったら、
この期間は念のため外出の際にマスクを着用し、人
混みは避けるようにしましょう

④感染予防のため、手洗いやうがいを励行し、十分な
睡眠とバランスの良い食事をとりましょう

※６月６日現在、WHO(世界保健機関)が示すSARS伝播
確認地域…トロント、北京、広東省、河北省、香港、
湖北省、内モンゴル自治区、吉林省、江蘇省、山西省、
陝西省、天津、台湾
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SARS(重症急性呼吸器症候群)と疑われる人は、症
状の出る前10日以内にSARS伝播確認地域(※)への渡
航歴があるかた、またはSARSの感染者と疑われる患
者と近距離での接触があったかたのうち、
①38℃以上の急な発熱
②咳、呼吸困難などの呼吸器症状があるかたです。
該当する場合は、受診前に市保健所、または下記の医
療機関に必ず電話連絡し、その指示に従ってください。
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過敏にならず冷静な対応を

特別養護
老人ホーム入所

特別養護老人ホームの入所は、これまで申し込み順
とされ、すぐに入所する意志のないかたの予約的な申
し込みも増えたため、入所が必要なかたが長期間待つ
という事態が生じています。
このため国では、必要性が高い人が優先的に特別養
護老人ホームへ入所できるよう運営基準を改めました。

必要性の
高い人を優先的に

●市立秋田総合病院1(823)4171(川元松丘町4-30)
●秋田大学医学部附属病院1(834)1111(広面字蓮沼56-2)
●秋田組合総合病院1(880)3000(飯島字西袋273-1)
●秋田赤十字病院1(829)5000(上北手猿田字苗代沢222-1)
●中通総合病院1(833)1122(南通みその町3-15)

現在介護保険の居宅サービスを利用しているか
たは、ケアプランを作っているケアマネジャーを
通して申し込んでください。病院に入院中などの
理由で、居宅サービスを利用していないかたは、
入所したい施設に直接ご相談ください。

■市内特別養護老人ホーム一覧

特別養護老人ホームの入所対象は、下記の①ま
たは②に該当するかたです。

①要介護の介護認定を受けたかたで、常時介護
を必要とし、かつ、痴呆などの介護度状況や
在宅サービス利用度、家族などの介護負担状
況などから判断し、居宅での介護を受けるこ
とが困難なかた

②要介護の介護認定を受け、特別養護老人ホー
ム以外の介護保険施設や病院などに入所また
は入院していて、その施設から退所または退
院を求められているかたで、在宅復帰が困難

「要介護度が高い」「介護する家族も病気がち」
「食事をとれないので経管栄養の処置が行われて
いる」など、入所を申し込まれるかたは、それぞ
れ在宅での介護が難しい事情があります。
市内12か所の特別養護老人ホームでは、入所

の申し込みをされたかたの入所の必要性を、同
じ基準で判断するための共通の指針を作り、こ
の６月から運用を始めています。
●次の４点を総合的に判断し、入所を決定
①要介護度や痴呆による不適応行動の有無など
本人の状況②在宅サービスの利用度③介護する
人や家族の状況④その他特記事項

新型肺炎

市内でSARSの疑いがある人の初期診療を行う医療
機関は次のとおりです。
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SARSなどの感染症に関する情報は、秋田市ホー
ムページからもご覧いただけます
http://www.city.akita.akita.jp/city/hl/hm/kansen.htm

SARSに関する相談は、

市保健所健康管理課1(883)1180
平日と土・日、祝日(当分の間)の午前８時30分～午後５時15分

●SARSに関するしっかりした認識を

●SARSの症状

●初期診療を行う医療機関
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